
 

令和７年度教育行政重点施策 

 

学 校 教 育 

 １ 確かな学力を付けるために 

○ 小・中学校間の連携推進 

○ 学習指導の充実 

○ 読書活動の推進 

○ 情報教育の推進 

○ 学校生活の質の向上を目指す教育課程の編成 

 ２ 豊かなこころを育てるために 

○ 道徳教育等心の教育の充実と推進 

○ 学びに向かう人間性の涵養
かんよう

 

○ 生徒指導の充実 

○ キャリア教育の充実 

○ 幼・保・小・中・高の連携の推進 

○ 多文化共生教育の推進 

○ ＳＤＧｓと関連させたＥＳＤの推進 

○ 情報モラル教育の推進 

 ３ 健やかな体を育てるために 

○ 体育や健康に関する指導の充実 

○ 健康教育の充実 

○ 食育の充実 

○ 健康管理の充実 

○ 部活動等の実施 

○ ひがしうら地域クラブの推進 

 ４ 障がいのある児童・生徒のために 

○ 特別支援教育の推進 

○ 環境整備の充実 

５ 危機管理体制の確立のために 



 

○ 防災教育の推進 

○ 学校の安全対策の確立 

○ 公文書や情報及び会計管理の徹底 

○ 学校施設設備等の改善 

６ 教職員の資質能力の向上のために 

○ 教職員の指導力向上 

○ 教職員のタイムマネジメント力向上 

○ 教職員の健康管理 

○ 服務規律の徹底 

７ 教育の条件整備のために 

○ 教職員等の適正配置 

○ 学校の組織力の強化 

○ 開かれた学校づくり 

○ ＩＣＴ環境の整備 

社 会 教 育 

１ 生涯学習の推進 

○ 学習機会の充実 

○ 青少年育成の環境づくり 

○ 社会教育施設の整備 

 ２ 文化・芸術の振興 

○ 郷土の歴史・文化財の保存・活用 

○ 郷土の伝統文化の継承 

○ 文化・芸術活動の推進 

３ 生涯スポーツの振興 

○ ライフステージに応じたスポーツ機会の充実 

○ だれもが気軽に楽しめるスポーツ機会の提供 

○ スポーツ団体の活動支援と充実 

○ スポーツ環境の整備と充実 

４ 中央図書館活動の振興 



 

○ 図書館サービスの充実 

○ 子ども読書活動の推進 



 

学校教育 

      

 １ 確かな学力を付けるために 

○ 小・中学校間の連携推進 

・ 小中連携プログラムを含め、小・中学校教職員が共同して、児童・生徒の義

務教育９年間を見通した教育課程の重要性を意識し、効果的な指導方法等の工

夫改善に努める。 

○ 学習指導の充実 

・ 主体的・対話的で深い学びにつながる授業改善を推進する。 

・ 個別最適な学び（「指導の個別化」や「学習の個性化」）や補充学習等の充実

に向けて学習支援コーディネーターを配置し、学生ボランティアの募集や効果

的な配置等を行うことで、児童・生徒一人一人への細やかな学習支援と基礎学

力の向上を図る。 

・ 個別最適な学び（「指導の個別化」や「学習の個性化」）や協働的な学び、Ｉ

ＣＴ機器を効果的に活用した学習指導、補充学習等を行うことで、義務教育段

階で身に付けるべき基礎学力の充実に努める。 

・ 児童・生徒一人一人にあった指導を通して、基礎学力の向上と個性及び創造

力、判断力などの伸長を図り、個別最適な学びを推進する。指導の個別化を図

るために、単元内自由進度学習を推進する。 

・ 各教科において、レポートの作成や論述、発表といった知識・技能を活用す

る学習活動を積極的に取り入れることで、思考力・判断力・表現力などの基盤

となる言語活動の充実を図る。 

・ 各教科における授業と家庭学習を連携させることで、学習効果を高めるとと

もに学習習慣を確立する。また、家庭学習が主体的なものとなるよう工夫を図

る。 

・ 小学校高学年と中学校に外国人のＡＬＴ、小学校に理科実験支援員や教科等

特別指導員を配置し、教材研究や教材作成、授業の進行において担任の補助を

行うことで、授業の充実を図る。 

・ 学力調査等を実施してその結果を各校で分析することで、児童･生徒の学力実



 

態を把握し、指導方法の改善に生かす。 

○ 読書活動の推進 

・ 学校、家庭、地域における児童・生徒の読書活動を推進するため、よむらび

電子図書の活用等、図書館との連携を図った読書推進体制をつくる。 

・ 読書センター、学習・情報センターとして、また、心の居場所としての学校

図書館の機能を充実させる。 

○ 情報教育の推進 

・ 各教科及び総合的な学習の時間等において、ＩＴリテラシーの向上を図り、

児童・生徒がさまざまな手段を用いて得た情報を適切に活用し、積極的に発信

することができる基礎的な能力を養う。 

○ 学校生活の質の向上を目指す教育課程の編成 

    ・ 各教科の本質をふまえた教育内容の重点化と教育課程編成の弾力化を図り、

１日の授業を５時間までとする等、授業時間数の見直しについて研究を進める。 

・ 学校行事の充実、地域との協働を進め、児童生徒が地域社会での自身の役割

を認識できる環境づくりの充実を図る。 

 

 ２ 豊かなこころを育てるために 

○ 道徳教育等心の教育の充実と推進 

・ 豊かな人間性の育成を図るため、児童・生徒の心に響く道徳教育を推進する

とともに、保護者や地域と連携した道徳教育を進める等、その充実に努める。 

 ○ 学びに向かう人間性の涵養
かんよう

 

 ・ 自分の意見を言う、相手の意見を聞く、物事に挑戦するなどの活動を多く取

り入れ、自己統制力や好奇心、人に関わる力の向上を図る。 

○ 生徒指導の充実 

・ 児童・生徒に規範意識や社会生活のルールを確実に身に付けさせるとともに

成長を促す積極的な生徒指導の充実を図る。 

・ 問題行動等の未然防止、早期発見及び早期解決に学校が組織的に取り組む体

制を確立する。また、児童・生徒が置かれている環境に着目し、学校内だけで

なく家庭地域社会、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の



 

関係機関との連携の一層の推進に努める。 

・ 児童・生徒が自主的に判断や行動し、積極的に自己を生かしていくことがで

きるような資質・能力・態度を育む。 

・ 東浦町いじめ防止基本方針を基に、いじめの未然防止、早期発見への取り組

みを実施するとともに保護者、地域、関係機関と連携して、いじめ防止に取り

組む。 

・ 各学校において策定されている「学校いじめ防止基本方針」がさらに実効性

を持つように実施計画や実施体制を改善していく。 

・ いじめや不登校をはじめとした学校生活及び家庭生活での悩みをかかえる児

童・生徒、保護者等の相談を受ける窓口及び電話相談窓口「こどもと親のほっ

とライン」にて、深刻な諸問題の早期対応・早期解決を目指す。 

○ キャリア教育の充実 

・ 社会人講話や職場体験等、地域や外部機関との連携を進め、児童・生徒の社

会的・職業的自立に向け、自らの力で生き方を選択していくことができるよう

に必要な能力や態度を育成する。 

・ 自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力や態度を育成するととも

に、探究的な学びを通して、将来自立し時代の変化に力強くかつ柔軟に対応し

ていける幅広い能力を身に付けさせることを目指す。 

・ 男女共同参画の意識高揚を図るとともに、起業家教育の推進を図る。 

○ 幼・保・小・中・高の連携の推進 

・ 小・中学校の教育情報を保育所や幼稚園及び高等学校に積極的に提供すると

ともに、異校種の連携を強化することで、教育課程の接続、児童・生徒の心身

の健全育成について共に取り組む。 

・ 小・中学校・高等学校が連携し、教育課程の研究に取り組む。 

○ 多文化共生教育の推進 

・ 児童・生徒が世界の国々の自然や生活を学習する中で、多文化への理解を深

めたり、国際社会の中で共に生きることの意義を理解したりするなど、多文化

共生教育の推進を図るとともに国際交流を進めていく。 

○ ＳＤＧｓと関連させたＥＳＤの推進 



 

・ 各教科及び総合的な学習の時間などにおいて、環境や国際理解等をテーマと

した学習活動を行ったり、各教科のカリキュラムの中にある環境、資源、生命、

国際理解等のＳＤＧｓの要素を意識し、関連付けて指導したりすることで、持

続可能な社会の実現に向けて取り組む人材の育成を図る。 

・ 企業や関係機関の専門家やゲストティーチャーを積極的に活用し、体験的・

実践的な学習を取り入れ、他者とのつながりや考え、調べ、行動する力を育成

する。 

○ 情報モラル教育の推進 

・ 取得した情報の活用（著作権・肖像権等）について、情報モラルの向上を図

るべく、情報教育や道徳教育だけでなく様々な機会を通じて児童・生徒および

保護者へ啓発する。 

・ 情報モラルに関するトラブルの事例や対策等についての情報交換を行い、児

童・生徒への情報モラル教育についての研修を深める。 

 

 ３ 健やかな体を育てるために 

○ 体育や健康に関する指導の充実 

・ 児童・生徒の体力向上や健康増進を図るために、教員の研修等の充実を図り、

学校の授業改善を推進する。 

・ 体力テストを実施し、その結果を分析することで、児童・生徒の体力実態を

把握し、指導方法の改善に生かす。 

・ 病気にり患しないよう、自分の健康状態に関心をもち、健康で安全な生活を

送ることができるような資質・能力を身に付けることができるようにする。 

・ 小学校において歯の健康を促進するため、むし歯予防効果の高い方法の一つ

であるフッ化物洗口を実施する。 

○ 健康教育の充実 

・ 性や命の教育を進めることにより、性に関する知識や生命の尊さを学び、自

分や相手を尊重する態度を育む。 

・ がん教育を継続することにより、健康診断の必要性及び早期発見・早期治療

の重要性の理解を深める。 



 

・ 関係機関との連携を図りながら、「薬物乱用防止教室」及び「健康教室」等を

開催し、健康教育の充実を図る。 

○ 食育の充実 

・ 児童・生徒に健康づくりの基礎となる望ましい食習慣や栄養バランスの取れ

た豊かな食事について理解させるため、学校ごとに「食に関する指導全体計画」

を立て、栄養教諭を中核として全教職員の共通理解の基、食育を推進する。 

・ 学校給食の安全及び衛生管理の徹底を図る。 

○ 健康管理の充実 

・ 学校における健康観察や健康診断、保健教育、環境衛生の改善を進め、健康 

管理の充実を図る。 

・ 学校医による健康診断の結果を有効に活用し、児童・生徒の健康保持増進を

図る。 

・ 生徒数が 700人を超える東浦中学校に必要に応じて養護教諭補助員を配置し、

生徒の病気や怪我等の早急な対応及び充実を図る。 

○ 部活動の実施 

・ 東浦町部活動指導ガイドラインを基に、限られた時間の中での効率的な活動

を通して、よりよい人格形成が図られるよう、教員の指導力向上と条件整備を

行う。 

・ 平日の部活動を含めた部活動の新たな形の検討を進める。 

○ ひがしうら地域クラブの推進 

    ・ 中学生が継続して文化活動及びスポーツ活動に親しむことができるよう、ひ

がしうら地域クラブで文化活動及びスポーツ活動を実施する。 

     

 ４ 障がいのある児童・生徒のために 

○ 特別支援教育の推進 

・ 特別な支援が必要な児童・生徒一人一人の実態を正しく把握し、個に応じた

支援を行うため、児童・生徒の個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成す

る。それらの活用を通して、多様できめ細かい指導内容や指導方法の工夫、合

理的配慮の充実を図るとともに、発達段階や特性に応じ、その可能性を最大限



 

に伸ばすよう努める。 

・ 就学指導にあたっては、個々の児童・生徒の障がいの特性を十分把握し、発

達課題を明らかにした上で、本人・保護者の意見を最大限尊重し、教育支援委

員会の審査を踏まえて組織的に検討する。 

・ 教育支援委員会は、早期からの教育相談や支援、就学決定に関することに加

え、その後の一貫した支援についても助言を行うよう努める。 

○ 環境整備の充実 

・ 障がいの重複化及び多様化が進む中、障がいの状態や発達状態に応じた特別

支援学級の設置や施設及び設備の充実を図るとともに、個々の障がいに応じた

指導・環境の充実を図る。 

・ 個別の教育的ニーズのある児童・生徒に対して自立と社会参加を見据え、そ

の時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組

みを整備する。 

・ 小中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学

校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意する。 

 

 ５ 危機管理体制の確立のために 

○ 防災教育の推進 

・ 児童・生徒が地震などの自然災害について正しく理解し、自ら的確な判断の

下で防災・減災行動を取れるようにするため、家庭や地域の防災組織、大学な

どの研究機関とも連携しながら、包括的な減災教育に努める。 

○ 学校の安全対策の確立 

 ・ スクールガードやコミュニティ・スクールの取組の一つである見守り活動実

施団体等との連絡体制を充実し、共通の情報による対応を図る。 

・ 学校安全体制の充実のため、保護者との連携・協働を進める。学校内外の安

全について常に点検し、安全マップを活用する等、安全確保のための指導の充

実を図る。また、非常時を想定した避難訓練等を継続的に実施する。 

・ 各学校で作成する「危機管理対応マニュアル」を基に、具体的な危機管理対

応についてその徹底と改善を図り、児童・生徒の安全について地域や保護者と



 

連携して、万全の体制を確立する。 

○ 公文書や情報及び会計管理の徹底 

・ 学校が作成し保管する個人情報及び公文書等について、適正な管理を行う。

また、学校で扱う会計管理の徹底を図る。 

○ 学校施設設備の改善 

・ 「学び」にふさわしい教育環境の中で、児童・生徒が安全で快適な学校生活

を営めるよう、計画的で適切な教育環境の整備や充実に努める。 

・ 学校環境美化活動及び施設整備の充実のため、学校環境整備員を配置し、児

童生徒の情操の形成及び安全の確保を図る。 

 

 ６ 教職員の資質能力の向上のために 

○ 教職員の指導力向上 

・ 愛知県教員育成指標を踏まえ、教職員研修を効率的に行う。 

・ 教職員の研修意欲を促進し指導力の向上を目指す。 

・ 管理職、経験年数及び職能成長に応じた各種研修の充実を図り、使命感や教

育改革に向けた意識改革を図るとともに、専門的能力の向上を目指す。 

・ 計画的な人材育成の推進を図るため、年齢層に応じた研修や長期研修等の各

種研修を計画的に実施する。 

・ 地域の一員として地域での活動への協力体制や関係づくりに努める。 

○ 教職員のタイムマネジメント力向上 

 ・ 効率的な業務遂行と業務改善を進め、ワークライフバランスを意識した教職

員集団を形成する。 

○ 教職員の健康管理 

・ 教職員に対しストレスチェックを行い、メンタルヘルスの実態把握と職場環

境の改善に役立てる。 

・ 東浦町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則等を遵守し、

在校等時間の管理と指導を徹底する。 

○ 服務規律の徹底 

・ 教職員の不祥事防止と服務規律の徹底に向けて、事例研究と法令に関する校



 

内研修会を実施し、教職員一人一人にその使命と職責を一層自覚させる。 

 

７ 教育の条件整備のために 

○ 教職員等の適正配置 

・ 教育水準の維持向上を図るため、各種の加配や非常勤講師の配置等、県の事

業などを活用して教職員等の適正な配置に努める。 

・ 不登校や集団生活に不適応傾向のある児童・生徒のため、中学校において、

校内教育支援センター支援員を配置し、支援を進める。 

○ 学校の組織力の強化 

・ 保護者や地域社会の声を学校運営に反映する「学校評価」の機能を向上させ、

学校運営の改善に努める。 

・ 機能的な校務運営組織及び校務分掌を設定するとともに、学校事務の共同実

施組織を組織し、学校間の情報共有、相互支援、事務の効率化を図る。 

・ 学校とふれあい教室、フリースクール等のサードプレイスとの連携強化をさ

らに進める。 

○ 開かれた学校づくり 

・ 学校便りやホームページを活用して、学校の教育活動についての情報を積極

的に保護者、地域住民等に提供することで保護者や地域住民の学校への理解を

促進する。 

・ 授業や学校行事の公開を進め、「地域に開かれた学校づくり」を行う。 

・ コミュニティ・スクールとして、学校はコミュニティの一員であるという認

識の基、地域との関係強化を進め、地域とともに学校運営を行う。 

・ 学校と地域を結ぶ核となる地域学校協働活動推進員の委嘱を行い、学校区ご

とに地域学校協働活動を進める。 

・ 地域学校協働活動を通じた多様な地域住民との関わりにより、児童・生徒の

地域への理解や愛着、地域コミュニティの担い手としての自覚を促す。 

 

○ ＩＣＴ環境の整備 

 ・ 校務支援システムを活用した学校事務の軽減と効率化を図る。 



 

 ・ 児童・生徒の学習が深い学びとなるよう、全ての教員がＩＣＴ機器について

の理解を深め、有効活用を図る。 

 ・ センターサーバーによるネットワークを活用して、教材や指導法を教員が共

有し、授業力の向上を図る。



 

社会教育 

 

１ 生涯学習の推進 

○ 学習機会の充実 

・ 自己の啓発及び向上を図ろうとする住民一人一人の意欲に応えるため、教養、 

趣味、地域活動など幅広い学習機会を提供すると共に自主的な活動を支援する。 

・ 町内で開催される講座・教室の予定及び町内で活動するサークルなどの情報

誌を発行すると共に、ホームページに掲載することで情報を広め、あらゆる世代

の生きがい活動を支援する。 

・ 高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯が増加傾向にある中、生きがいづくり

や仲間づくりができるよう、学習の機会を提供し、高齢者の活動を支援する。 

・ 学校・家庭・地域社会がそれぞれの教育力を活かし、連携・協力しながら生

活習慣や規範意識、他人を思いやる心などを持った子どもの育成を支援するた

め、学習の機会や交流の場を提供し、家庭教育を推進する。 

・ 人と人が世代や分野を超えてつながることによる生きがいづくりの推進に向

け、多くの住民を巻き込んだグループ活動に対する施設利用料の積極的な減免

のほか、居場所づくりのための利用を促進するため、高齢者や子どもを対象と

した施設利用料の減免を行う。 

・ 子どもたちが気軽に立ち寄れる学習の場を提供するため、地区コミュニティ

センターの空き時間を活用し、学習室開放を行う。 

   〇 青少年育成の環境づくり 

・ 次代を担う青少年の健全育成を図るため、子どもや若者の活動の場と地域社

会に対する関心や愛着を高めることのできる機会を提供し、青少年教育を推進

する。 

   

○ 社会教育施設の整備 

 ・ 公共施設再配置計画の基本的な方針を踏まえ、施設ごとの今後の方向性やス

ケジュールを示した公共施設個別施設計画に沿った修繕・工事及び設備機器の

更新を行う。 



 

 ２ 文化・芸術の振興 

○ 郷土の歴史・文化財の保存・活用 

・ 郷土資料館（うのはな館）での企画展・講座の開催や、地域に残る文化財の

ＰＲを通して、本町の歴史や文化財の魅力を町内外に発信すると共に、住民の

シビックプライドの醸成につなげる。 

・ 本町の歴史や文化財の魅力を伝えるふるさとガイドを養成する講座を開催し、

町内外からのガイド依頼の受付などの支援を行う。 

・ 学校と連携して地域文化財紹介動画を制作し、地域に残る文化財をＰＲする

と共に、地域への愛着を育む。 

○ 郷土の伝統文化の継承 

・ 郷土に伝わる伝統文化を後世に伝えるため、伝統文化の継承を支援する。 

○ 文化・芸術活動の推進 

・ 文化及び芸術に係る担い手の活動を支援する。 

 

 ３ 生涯スポーツの振興 

○ ライフステージに応じたスポーツ機会の充実 

・ 多世代が参加できるイベントやスポーツ活動を推進し、地域や家庭での多様

なスポーツ活動につなげる。 

・ 生涯にわたりスポーツ活動を推進するため、スポーツ活動やイベントを通じ

て、スポーツに親しむ機会を充実・確保する。 

・ 各小学校の体力向上への取組と合わせて、チャレンジ企画を提供することで

自ら運動に親しみ、体力向上に向けて主体的に取り組む子どもの育成を支援す

る。 

○ だれもが気軽に楽しめるスポーツ機会の提供 

・ スポーツを気軽に楽しめるニュースポーツや観戦する人たちも一緒になって

楽しむことができる総合スポーツイベントを開催し、スポーツを始めるきっか

けづくりや町のにぎわいを創出します。 

・ 実業団やプロスポーツ選手による体験教室を実施し、スポーツへの意識を高

め、スポーツ人口の拡大を図る。 



 

○ スポーツ団体の活動支援と充実 

・ 住民のニーズに合わせたニュースポーツ、競技スポーツなど幅広い種目で団

体が活動しやすいスポーツ環境を整える。 

・ スポーツ団体等への活動を支援し、活性化につなげる。 

○ スポーツ環境の整備と充実 

・ 生涯にわたりスポーツに親しめるよう、多くの住民を巻き込んだグループ活

動に対する施設利用料の積極的な減免のほか、居場所づくりの利用を促進し、

高齢者や子どもを対象とした施設利用料の減免を行う。また、社会体育施設や

学校体育施設の有効活用や施設の開放を行い、減免制度を拡大し利便性の向上

を図る。 

・ 公共施設再配置計画の基本的な方針を踏まえ、施設ごとの今後の方向性やス

ケジュールを示した公共施設個別施設計画に沿った修繕・工事及び設備機器の

更新を行う。 

 

 ４ 中央図書館活動の振興 

○ 図書館サービスの充実 

・ 指定管理者と連携し、講座、イベント等の実施や蔵書の積極的な活用を通じ

て図書館活動の充実と図書館の利用促進を図り、図書館サービスの向上に努め

る。 

・ よむらび電子図書館を含めた図書館資料の整備充実を図る。 

・ 郷土資料館、他部署と連携した展示企画やイベント、講座を実施する。 

・ 保健センターと連携し、４か月健診時にブックスタート事業を展開する。親

子に絵本の読み聞かせを実践し、おすすめ絵本を渡して、読み聞かせの大切さ

を啓発する。 

・ ＩＣタグを利用したクラウド型の図書館システムを導入し、利用者の利便性の

向上や情報提供を拡大し、図書館サービスのより一層の充実を図る。 

・  誰もが心地よい図書館とするため、それぞれの目的や用途に沿った空間づく

りのためのゾーニングの実施を検討し、あらゆる世代の居場所づくりに努める。 

・  開館時間や休館日のあり方を検討し、利用者にとって更なる利便性の向上を



 

図る。 

   ○ 子ども読書活動の推進 

    ・ 図書館のマスコットキャラクター「よむらび」を活用し、親しみやすい図書

館のイメージを広め、読書活動の促進を図る。 

    ・ 東浦町子ども読書活動推進計画に沿った事業を実施し、町内の子育て関連施

設及び学校と連携した読書活動を推進する。 

 ・ 学校図書館サポーターとの情報交換を行い、図書館資料の活用と学校図書館

の充実を図り、学級文庫充実事業として、中央図書館の本を学級文庫として貸

し出しを行う。 


